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中央公園民間活力導入事業 選定審査基準書 

１ 目 的 
本選定審査基準書は、中央公園民間活力導入事業の設置等予定者の選定に当たり、豊田市

中央公園民間活力導入事業選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う審査の方法、評
価基準等を示すものである。 

２ 選定審査の概要 
（１）選定方式 

市は、設置等予定者に対して、本施設の整備、維持管理及び運営業務を通じて、施設本来
の設置目的に照らし最も効率的、効果的なサービスの提供を求めるものである。特に市が「中
央公園民間活力導入事業公募設置等指針及び中央公園指定管理者募集要項（以下「公募設置
等指針）という。」、「中央公園民間活力導入事業整備関連要求水準書（以下「整備関連要求水
準書」という。」及び「中央公園民間活力導入事業指定管理業務要求水準書（以下「指定管理
業務要求水準書」という。」で示す業務を適切かつ安定的に実施するという基本業務のほか、
中央公園第二期整備のコンセプトを実現する施設整備、維持管理・運営に関するサービス水
準の向上・コストの削減に係る提案や施設の設置目的の達成に資する自主事業の実施を期待
するところである。 
これらを総合的に判断するためには、価格とサービスの質の向上に関する審査を要するこ

とから、組織体制及び人材確保に関すること、リスク分担能力に関すること、各種提案内容
に関すること等を総合的に評価する。 

（２）選定審査の方法 
選定審査は、一次審査及び二次審査により行うものとする。 

 ①一次審査 
提出されたすべての公募設置等計画等について、都市公園法第 5 条の 4 第 1 項に基づき、

以下の点について審査する。 

 ア）参加資格の確認 
応募者が、参加資格の要件を満たしていない場合には、失格とする。（公募設置等指針 P21） 

 イ）法令遵守に関する審査 
公募設置等計画等の内容が、法令その他市が示す基準（公募設置等指針、整備関連要求水

準書、指定管理業務要求水準書等）を満たしていない事項がある場合には、失格とする。 

 ウ）公募設置等指針に照らし適切なものであることの審査 
公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切であるか、市が示す整備関連要求水準書、
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指定管理業務要求水準書等を満たしているかを書面審査するものとする。なお、記載されて
いる事項について、内容確認または調査を実施する場合がある。審査の内容は次のとおりと
する。 

公募設置等計画が、本指針で示した目的や場所等と適合していること 
記載すべき事項が示されていること（都市公園法第５条の３第２項） 
認定期間中の建設、維持管理・運営の確実性が、提出された資料により見込めること 

エ）価額の審査 
公募設置等指針が定める「年間の指定管理料」「特定公園施設の建設に係る負担額」の上限

額と、価格提案書に示されている提案額を比較し、提案額が上限額を超える場合には、失格
とする。 
また、公募設置等指針が定める「設置許可使用料」の最低額と、価格提案書に記載されて

いる提案額を比較し、提案額が最低額を下回る場合には失格とする。 

②二次審査 
第一次審査を通過した提案について、選定委員会において、「別紙１ プロポーザル評価基

準及び採点表」で示す評価の基準に沿って審査を行う。認定計画提出者は、選定委員会にお
いて、提案内容に関するプレゼンテーションを実施していただく。プレゼンテーションの日
時、場所等は、事務局から連絡する。 

（３）選定審査体制 
  認定計画提出者の選定審査は、選定委員会が行うものとする。 
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３ 選定審査の手順 
  認定計画提出者の選定審査の手順は、概ね以下に示すとおり行うものとする。 

公募設置等計画等の書類提出 

提出書類の形式要件（不足・不備）の確認 

プレゼンテーション 

得点の算出 

優先交渉権者・次点交渉権者の決定 

失格 

左記の審査で不適格と 

判断された場合 

公募設置等計画等の受理 

不足・不備がある場合は是正指示 

認定計画提出者、指定管理者の内定 

提案内容の取扱、協定締結方法その他の協議 

応募が１法人／グループ 応募が複数 

公募設置等指針等の公開 

交渉権者の決定 

参加資格の確認 

法令遵守に関する審査 

本指針に照らし適切なものであることの審査 

価額の審査 

一次審査 

二次審査 
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４ 評価方法 
（１）得点の算出 

各審査委員採点の合計（200 点満点）の６名の総合計（1,200 点満点）を比較し、最高得
点のものを最優秀提案として選定する。 

（配点の考え方） 
・公募設置等計画認定の有効期間は、開設から 20 年（設置許可は 10 年で更新）であり、長期
にわたる事業となることから、「維持管理・運営（指定管理業務）」について 65 点（32.5％）
の最大ウエイトを置き、次いで「施設整備等（P-PFI）」について 45 点（22.5％）を配分す
る。 

・継続的に管理・運営するうえで重要な「①設置等予定者、指定管理者としての適正」につい
て 30 点（15.0％）を配分する。 

【カテゴリー区分と配点】 
カテゴリー区分 主な内容 配分（%） 配点

①設置等予定者、指定管理者として
の適性 

●人的基盤、労働条件を有しているか 
●基本方針に合致しているか 
●法令遵守されているか 
●財務状況・資金調達

15.0 30 

② 公募設置
等 計 画 の
適正 

１ 全体計画 ●全体計画は適切か 10.0 20

２ 施設整備等 
（P-PFI） 

●施設整備等について（特定公園施設、公募
対象公園施設の整備等についての提案は優
れているか）

22.5 45 

３ 維持管理・運営
（指定管理業務） 

●安全対策、危機管理体制について 
●利用者の満足度向上・利用促進について 
●関係機関との連携について 
●自主事業について 
●目標管理と改善姿勢について

32.5 65 

③地域貢献等における優れた提案 ●地域貢献について 
●寄付について 
●次期整備区域との連続性について 
●環境配慮について 
●その他の評価

12.5 25 

④価格 ●特定公園施設の市負担額の軽減について 
●指定管理料の市負担額の軽減について 
●設置許可使用料の増額について

7.5 15 

合計 100 200 

（２）二次審査体制 
認定計画提出者から提出された公募設置等計画について、評価基準の評価項目、内容に基

づき審査を行い、最優秀提案及び次点提案を選定する。 
二次審査は、得点基準に基づき、A E までの評価を行う。 
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（評価基準の考え方） 

・選定委員は、次頁の「評価項目及び配点」に示す審査項目、審査基準に基づき、提出された
公募設置等計画の内容について「得点基準」に従った審査を行う。 

【得点基準】 
評価 評価基準 得点
A 公募設置等指針で求める内容を大きく超える創意工夫があり、

かつ、相対的にみて、特に優れている。 配点 1.00 

B 公募設置等指針で求める内容を超える創意工夫がみられ、か
つ、優れている 配点 0.75 

C 公募設置等指針で求める内容を超える創意工夫がみられる 配点 0.50 

D 公募設置等指針で求める内容を超える創意工夫がほとんど見
られない 配点 0.25 

E 提案に記載がない 配点 0.00 
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別紙１ 
プロポーザル評価基準及び採点表

（評価項目及び配点） 
区分 審査項目 審査基準 配点

①設置等予定
者、指定管
理者として
の適正 

【30 点】 

１人的基盤、労働条件 ・適正な人員配置 
・適正な労働条件（雇用契約・労働時間・給与等）

30 ２基本方針・法令遵守 ・基本方針に合致しているか。 
・工程管理（令和 8 年 8 月末開園）が示されているか。
・法令遵守の確保（個人情報保護、情報セキュリティ等）

３財務状況・資金調達 ・財務の安全性、資金計画の妥当性
②公募設置等
計画の適正 

【130 点】 

１
全
体
計
画

Ⅰ施設の基本方
針実現に向け
た取組 

・地域や関係機関等との連携 
・収支計画と提案内容の整合 
・妥当な収支計画となっているか。 
・想定されるリスク対応策 

20 

２
施
設
整
備
等

P-PFI

Ⅰ特定公園施設 ・人工芝グラウンド（充填材配慮、暑熱対策等） 
・防球ネット（支柱の腐食対応等） 
・園路（雨水排水性、景観配慮等） 
・駐車場（雨水排水性、景観配慮等） 
・植栽（郷土種の選定、フォレストレガシー等） 
・追加提案（観客席、ゲート広場、トイレに関する提案等） 

45 

Ⅱ公募対象公園
施設 

・賑わい創出・利便性の向上の提案（クラブハウス、飲食
施設、人工芝グラウンド用夜間照明施設等） 

・運営の工夫
３
維
持
管
理
・
運
営

指
定
管
理
業
務

Ⅰ安全対策、危
機管理体制 

・適切な維持管理 
・事故防止、安全対策、事故発生時の対応 
・非常災害時の危機管理体制

65 

Ⅱ利用者の満足
度向上・利用
促進 

・人工芝グラウンドの品質の維持 
・利用料金の金額設定（他の市営スポーツ施設のバランス
に配慮した、より低額な提案ほど高配点） 

・柔軟な施設利用料金（平日・土日祝日、時間、面数別、
大人・子ども別（学割等）、市民利用料金等の利用料金
の設定）

Ⅲ関係機関との
連携

・豊田スタジアムや豊田市中心部、矢作川エリアとの連携
に関する具体的な取組

Ⅳ自主事業 ・スポーツツーリズムやスポーツ振興の提案 
・地域振興の内容・頻度

Ⅴ目標管理と改
善姿勢

・適切な目標設定と、目標達成に向けての具体的な取組 
・施設の課題に対して、改善策などの具体的な提案

③地域貢献等
における優
れた提案 
【25 点】 

１地域貢献 ・地域経済貢献（市内業者、市内での物品調達等） 
・応募法人又は構成法人が市内に本店・支店・営業所

25 

２寄付 ・整備に係る費用の調達 
３次期整備区域との連
続性

・次期整備区域との連続性・連携 

４環境配慮 ・カーボンニュートラル、SDGｓ
５その他の評価 ・公園 DX（利用者の利便性向上・効率的な維持管理） 

・公園の魅力発信、プロモーション 
④価格 
【15 点】 

１特定公園施設の市負
担額の軽減 ・上限 950,000 千円のうち低額な提案 

15 ２指定管理料の市負担
額の軽減 ・上限 26,700 千円のうち低額な提案 

３設置許可使用料の増
額 ・最低額 1,000 円/㎡・年より高額な提案 

合 計 200 


